
障害児通所支援等の提供に係る事故報告手順（例） 

 

 

  障害児通所支援事業者等                             保護者等 

 

 

※事故報告書の提出             ※事故報告書の提出 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    （必要な場合の支援等） 

 

 

 

 

 

 

           静岡市障害者福祉課                          

                               （連携等） 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

＊（参考）障害児通所支援事業者等指定基準 

（事故発生時の対応） 

第 52 条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する

指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合

は、速やかに都道府県（※指定権者である政令市に読

替え）、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じなければならない。 

１ 死亡事故 

２ 通院又は入院を要する事故 

３ 従業者が関わった事故 

４ その他障害保健福祉課が報告を 

指示した事故 

１ 死亡事故 

２ 通院又は入院を要する事故 

３ 従業者が関わった事故 

４ その他援護の実施者である県、市

町が報告を指示した事故 

援護の実施者である県及び市町 

※静岡市の支給決定を受けた通所児童に

ついては、各区生活支援課、精神保健福祉

課、いこいの家及び入所児童については児

童相談所 


